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いじめ対策・不登校支援等推進事業 

 
（いじめ・不登校等の未然防止等に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究） 

 

事業実施報告書  
 
【研究の要約】 
 本県では、毎年、教育支援センター及びフリースクール等民間施設の利用状況の把握に
努め、不登校児童生徒に対する支援の充実を図ることができるよう、施策に役立ててきた。
本調査結果では、教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通所する経済的に困
窮した家庭が一定数いることから、不登校児童生徒の保護者へ学校外教育施設の利用に係
る経済的支援を行うことで、不登校児童生徒及び保護者の意識や行動にどのような影響を
与えるのか検証した。 
 経済的に困窮する家庭に経済的支援を行ったことへの成果として、①対象児童生徒の家
庭での学習時間の変化、②対象児童生徒の表情や生活の様子の変化、③対象児童生徒の保
護者に気持ちの余裕が生まれた等の変化を把握できた。 
 また、本事業の実施を通して、特に、教育支援センター及びフリースクール等民間施設
に通う不登校児童生徒の家庭に対する交通費における経済的支援の有効性を確認すること
ができた。 

 
１ 実施団体 
 
（１）実施団体名 熊本県教育委員会 
 
（２）所在地 
 （〒862-8609）熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 
 
（３）代表者役職・代表者氏名 熊本県教育長 越猪 浩樹 
 
２ 事業の実施期間 委託を受けた日から令和８年（２０２６年）３月３１日 
 
３ 事業の実績 
（１）選択テーマ 

いじめ・不登校等の未然防止等に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究 
 
（２）事業の内容 

「不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業」を実施することで、経済的に困窮した家庭
の不登校児童生徒が、教育支援センター及びフリースクール等民間施設で活動を行うために必
要な経費の支援を行う。 
１７名（小学生９名・中学生８名）の申請者を対象にアンケートを実施し、経済的支援が与

える効果等について、調査研究を実施した。 

 
「不登校児童生徒に対する経済的支援事業」の事業内容 

 
①事業目的   「義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律」及

び同法に基づき策定された基本方針を踏まえ、経済的な理由で教育支援センター
及びフリースクール等民間施設に通うことが困難な児童生徒について、社会的自
立に向けた学習等の活動に取り組むことができるよう支援を行う。 

 
②事業主体   熊本県教育委員会 
 
③事業期間   委託を受けた日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの間とする。 
 
④事業内容   経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が、教育支援センター及びフリースク

ール等民間施設で活動を行うために必要な経費の支援を行う。県教育委員会が支
援金の額を設定した上で、当該児童生徒の保護者に直接支払いを行う。 

 
⑤支援対象者  公立小・中学校及び義務教育学校（以下「小・中学校」)に在籍する児童生徒の

保護者のうち、次のア～オの全てに該当する者とする。 



ア 熊本県内に住所を有すること。（熊本市を除く） 

イ 当該児童又は生徒が、事業実施年度において、教育支援センター及びフリー

スクール等民間施設で学ぶ不登校児童生徒であること。 

ウ 当該児童又は生徒が在籍する小・中学校において、当該学校と十分な連携・

協力関係の下、教育支援センター及びフリースクール等民間施設での活動によ

り、指導要録上「出席扱い」となっていること。 

エ 当該児童又は生徒の保護者が、学校教育法第１９条に規定する「経済的理由

によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者」に相当する者で、住

所を有する市町村から就学援助の認定を受けている者。ただし、就学援助等、

他の制度により通学費、校外活動費が全て支給されている場合は除く。 

オ 文部科学省の「いじめ対策・不登校支援等推進事業委託事業」による調査研

究であることから、アンケート調査に協力し、同意できる者。 

※ 個人を特定できる情報を除いた上で、文部科学省に報告する。 
 
⑥支援対象経費 教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通うための交通費及び体験

活動や実習等に要する個人が負担した実費の一部 

【交通費】 

県教育委員会が必要と認める経費（以下、アとイを例とする） 

ア 公共交通機関を利用した場合の運賃（スクールバス利用の個人負担を含む） 

イ 自家用車を利用した場合の燃料代 

【実習費（体験活動や実習等に要する実費の一部）】 

県教育委員会が必要と認める経費（以下、ア～クを例とする） 

ア ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動に係る実費 

イ 交流に関わる体験活動 

（異なる地域の人々や異年齢との交流、高齢者との世代間交流）に係る実費 

ウ 自然に関わる体験活動に係る実費 

エ 勤労生産に関わる体験活動に係る実費 

オ 文化や芸術に関わる体験活動に係る実費 

カ 宿泊を伴う体験活動に係る実費 

キ その他の体験活動に係る実費 

ク 実習に係る実費 

 

（３）推進組織体制 
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認定通知 
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フリースクール等民間施設 

②支援金の申請  

③支給対象の認定通知 

④支払（年２回） 

①制度の周知 

③支給対象の認定通知 

①制度の周知 ①制度の周知 

③支給対象の 
認定通知 

①制度の周知 ①制度の周知 



（４）実施日程 
 
 時 期 
 

 
           内 容 
 

 
  備 考 
 

３月21日 
 
４月28日 
 
５月７日 
 
５月30日 
 
６月中 
 
７月９日 
 
 
 
 
 
 
 
８月19日 
 
 
 
 
11月６日 
 
 
 
 
 
11月14日 
 
 
11月28日 
 
 
12月19日 
 
２月13日 
 
 
２月27日 
 
 
３月16日 
 
３月17日 
 

・文部科学省へ企画提案書の提出 
 
・選定結果受理 
 
・文部科学省へ事業計画書の提出 
 
・委託契約 
 
・実施要項、交付要領、各種様式の確定 
 
・事業の周知（通知） 

対象：市町村教育委員会（小・中・義務教育学校） 
 
・リーフレットを関係施設へ送付 
 対象：教育支援センター、フリースクール等民間施設 
 
・教育委員会ＨＰへ申請様式、リーフレット等を掲載 
 
・教育支援センター等整備支援事業連絡協議会において

本事業を再度周知 
対象：教育支援センター、教育事務所、 

市町村教育委員会 
 
・フリースクール等民間施設との連絡協議会において本

事業を再度周知 
 対象：教育事務所、市町村教育委員会、フリー 

スクール等民間施設、児童家庭支援センター 
    教育事務所配置ＳＳＷ 
 
・申請提出締切（前期分） 
・当該児童生徒の保護者へ第１回アンケートの依頼 
 
・審査結果の送付及び支給額決定 
・アンケート回答締切 
 
・当該児童生徒の保護者へ支援金支払い（前期分） 
 
・申請提出締切（後期分） 
・当該児童生徒の保護者へ第２回アンケートの依頼 
 
・審査結果の送付及び支給額決定 
・アンケート回答締切 
 
・当該児童生徒の保護者へ支援金支払い（後期分） 
 
・文部科学省へ事業完了報告書の提出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リーフレット 
・市町村教育委員会 
・教育支援センター 
・フリースクール等 

民間施設 
 
 
 
参加者約７０名 
 
 
 
 
参加者約７０名 

 
（５）事業の成果 

  ① 県独自調査 

 

 

 

 

 

・教育支援センターに通所する児童生徒数は２１２名、フリースクール等民間施設に通

所する児童生徒数は１０４名である。 

・不登校児童生徒の約３６％が要保護及び準要保護の児童生徒であり、そのうち１１％

（不登校児童生徒の約４％）が本事業への申込みの見込みがある。 



    概要 

      本県では、毎年、不登校児童生徒に対する支援の充実を図るために、「長期欠

席児童生徒等に関する調査」を実施し、教育支援センター及びフリースクール等

民間施設の状況を把握している。 

      ・調査基準日…令和７年（２０２５年）８月１日 

      ・調査対象……４４市町村教育委員会 

 

    教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通所する児童生徒数  

     ・教育支援センターに通所する児童生徒数     ２１２名 

       （内訳） 小学校６７名、中学校１４５名 

     ・フリースクール等民間施設に通所する児童生徒数 １０４名 

       （内訳） 小学校６４名、中学校 ４０名 

 

    本事業への申込みの見込み数 

     ・不登校児童生徒（１３７０名）のうち要保護及び準要保護の児童生徒（５００

名）は約３６％であり、そのうち１１％（不登校児童生徒数全体の約４％）の

児童生徒（５５名）が本事業への申込みの見込みであることが分かった。 

 

  ② 事業により得られた成果 

   ⅰ 申請状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 申請者数の詳細 

 種   別 申請者数 

校種ごとの申請者数 
小学校（義務教育学校１～６年） ９名 

中学校（義務教育学校７～９年） ８名 

通所施設ごとの申請者数 
教育支援センター ９名 

フリースクール等民間施設 ８名 

 

ⅱ 申請額の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請者を当該児童生徒の校種ごとにみると、申請者１７名のうち、小学生が９名、中

学生が８名であり、小学校も中学校もほぼ同数の申請であった。（表１） 

・申請者を当該児童生徒の所属ごとにみると、申請者１７名に対し、教育支援センター

が９名、フリースクール等民間施設が８名と、教育支援センターもフリースクール等

民間施設もほぼ同数の申請であった。（表１） 

・申請者１７名に対し、支給総額は 222,004 円であった。対象経費ごとにみると、交通

費が 220,504 円、活動費が 1,500 円であった。（表２） 

・申請者の交通費をみると、通所する施設から 10 ㎞以上自宅が離れている申請者は８

名であり、近距離であっても、多くの家庭で児童生徒が保護者送迎や公共交通機関を

利用して通所していることが分かる。 

・フリースクール等民間施設に通所する申請者の請求額のほとんどは上限２万円を超え

ていることから、交通費に対する経済的な負担が大きいことが分かる。 

・申請者の活動費をみると、教育支援センターが１名、フリースクール等民間施設が２

名であった。活動費の支給総額に占める割合は、フリースクール等民間施設の活動費

が３分の２であった。 



表２ 支給総額とその内訳 

項目 教育支援センター フリースクール等民間施設 支給総額 

支給額 72,556 円 149,448 円 222,004 円 

 （内訳） 教育支援センター フリースクール等民間施設 支給総額 

交通費 72,056 円 148,448 円 220,504 円 

活動費 500 円 1,000 円 1,500 円 

 

   ⅲ アンケート調査結果 

    概要 

      経済的支援を行った当該児童生徒及びその保護者の変容から、本事業による成

果を捉えるため、申請者を対象とし、前期末及び後期末の２回にわたり、アンケ

ート調査を実施する。 

 

    調査実施時期と対象者 

     ・第１回アンケート 

実施期間：令和７年（２０２５年）１１月４日～２８日 

対 象 者：前期申請者（保護者） 

     ・第２回アンケート 

実施期間：令和８年（２０２６年）２月２日～２７日 

対 象 者：後期申請者（保護者） 

 

    〇教育にかかる経費の負担感について 

     質問「教育にかかる経費の中で、保護者様の負担が大きいと感じているものはありま 

すか。」（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 教育にかかる経費を負担     図２ 負担と感じる経費の内訳 

        と感じている保護者数（人）      の割合（％） 

 

    〇対象児童生徒の通所の実態について 

     質問「お子様は、１週間にどのくらい教育支援センターやフリースクール等民間施設 

に通っていますか。」 

     質問「申請前と比べて、お子様の教育支援センターやフリースクール等民間施設に通 

う回数に変化はありましたか。」 

     質問「通う回数が変化した要因として、どのようなことが考えられますか。」 

・すべての保護者が、教育にかかる経費の負担が大きいと感じている。（図１）（図２） 

・また、負担と感じている経費の内訳は、通学費にかかる経費が大半であった。さらに、

フリースクール等民間施設に通所している家庭は、学費の負担が大きいと感じている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 通所日数の詳細         図４ 申請後の通所状況 

 

表３ 通う回数が変化した要因 

 通う回数が「増えた」 通う回数が「減った」 

要因 ・意欲的になってきたから ・学校に行くことができるように 

なったから 

・体調不良による欠席が増えたから 

 

 

    〇経済的に困窮している家庭における通所及び体験活動の実態について 

     質問「これまで費用の負担が原因で、お子様は教育支援センターやフリースクール等 

民間施設に通えないことがありましたか。」 

質問「これまで費用の負担が原因で、お子様は教育支援センターやフリースクール等 

民間施設において体験活動ができないことがありましたか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 通所の実態           図６ 体験活動の実態 

 

・「ほぼ毎日」と回答した保護者は３名、「週に３～４回」と回答した保護者は５名

となっており、当該児童生徒の約半数が週の半分以上通所できていた。また、「週

に１～２回」と回答した保護者は８名、「通っていない」と回答した保護者は０名

であった。（図３） 

・申請前と比べて通う回数が「増えた」と回答した保護者は１名であり、通う回数が

「減った」と回答した保護者は３名であった。また、通う回数が「変わらない」と

回答した保護者は１２名であった。（図４） 

・通う回数が変化した要因は（表３）のとおりであった。 

・「通えないことがあった」と回答した保護者は６名、「体験活動ができないことがあ

った」と回答した保護者は２名であった。（図５）（図６） 



〇対象児童生徒の起床時間及び就寝時間の変化について 

     質問「お子様は、申請前と比べて起床時刻に変化はありましたか。」 

質問「お子様は、申請前と比べて就寝時刻に変化はありましたか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 起床時刻の変化         図８ 就寝時刻の変化 

 

〇対象児童生徒の家庭学習の変化について 

     質問「お子様は、１日当たり、家庭学習をどの程度行っていますか。」 

質問「申請前と比べて、お子様は、家庭での学習時間に変化はありましたか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 家庭学習の状況         図１０ 学習時間の変化 

 

〇対象児童生徒の変化について 

     質問「本事業に申請したことで、申請前と比べて、お子様の表情や生活の様子に変化 

はありましたか。」 

質問「お子様の変化で、当てはまるものを選んでください。」（複数選択可） 

 

・起床時間について「早くなった」と回答した保護者は２名、「遅くなった」と回答し

た保護者は１名であった。（図７） 

・就寝時間について「早くなった」と回答した保護者は３名、「遅くなった」と回答し

た保護者は０名であった。（図８） 

 

・家庭学習について「していない」と回答した保護者は２名、「３０分未満」と回答し

た保護者は８名、「３０分～１時間」と回答した保護者は５名、「１時間～２時間」

と回答した保護者は１名であった。（図９） 

・学習時間について「増えた」と回答した保護者は３名、「減った」と回答した保護者

は１名であった。（図１０） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 子どもの変化について     図１２ 変容の姿について 

 

 

〇対象児童生徒の親子関係の変化について 

     質問「本事業に申請したことで、申請前と比べて、お子様とのかかわりの中で変化が 

見られたことを教えてください。」 

 

 

 

 

表４ 親子関係の変容について 

「変化があった」内容 

・体調不良で欠席も多いですが、今回の申請について親子で話せました。 

・少し余裕をもち、笑顔で関われるようになりました。 

・気持ちの余裕ができたことで、子どもとの会話も穏やかになりました。 

・家でよく話すようになり、思っていることを話してくれるようになりました。 

・申請前は、学校自体に行くのを嫌がってましたが、今では学校に行け授業も受け

ることができ、学校での様子を教えてくれるようになりました。 

・勉強に気が向くようになりました。 

・支援してもらえることで、頑張らないといけないという気持ちが芽生えました。 

・交通費の負担がない分、いつでお行けるという安心感が生まれました。 

・毎月の負担を感じ、ありがとうと言ってくれました。 

 

 

〇所属校との関係の変化について 

     質問「本事業に申請したことで、申請前と比べて、お子様が所属する学校との関係に 

変化が見られたことを教えてください。」 

 

 

 

 

表５ 所属校との関係の変容について 

「変化があった」内容 

・学校に、信用信頼が持てないと思っていました。今回は親身に対応していただい

と感じています。卒業生である息子の心配もして、支援の話をしてもらいました。 

・申請の書類などの準備、詳しく説明頂き、大変ありがたく思っています。 

・いつも丁寧な対応に感謝しています。より相談しやすく感じます。 

・書類作成のために学校へ行き、先生と久しぶりにお話しました。 

・登校しただけで良しとなり、本人の負担はないように感じます。 

・質問に対して、「変化があった」と回答した保護者は１０名であった。（図１１） 

・変化があったと回答した保護者のうち、最も多かった姿が「会話が増えた」の１１名

であり、次に多かった姿が「表情が明るくなった」の７名であった。（図１２） 

・質問に対して、「変化があった」と回答した保護者は１０名であった。 

・変化があったと回答した保護者のうち、その内容は（表４）のとおりであった。 

・質問に対して、「変化があった」と回答した保護者は７名であった。 

・変化があったと回答した保護者のうち、その内容は（表５）のとおりであった。 



〇通所施設との関係の変化について 

     質問「本事業に申請したことで、申請前と比べて、お子様が通所する教育支援センタ 

ーやフリースクール等民間施設との関係に変化が見られたことを教えてくださ 

い。」 

 

 

 

 

表６ 通所施設との関係の変容について 

「変化があった」内容 

・申請について、普段話さないスタッフと話をする機会がありました。 

・申請のために書類を依頼し、話す機会は増えました。 

・色々な書類を作って頂く際も、快く迅速に作成頂きありがたく思っています。 

・体調不良等の出欠連絡が増え、通所できないときのサポートを相談できました。 

・いつも丁寧な対応に感謝しており、より相談しやすく感じます。 

・いつもと変わらず、我が子のことや親の悩みに寄り添っていただいて、感謝して

います。 

・先生との信頼関係が深く、悩み相談ができる大人がいることへの安心感が出てき

たように思います。 

・先生との会話などをよく話すようになりました。 

・子供にとっての安心できる場所になっていると感じます。 

・本人が言うには、行こうとする思いが出てきたようです。 

 

〇保護者の気持ちの余裕について 

     質問「本事業に申請したことで、申請前と比べて、保護者様に気持ちの余裕は生まれ 

ましたか。」 

質問「気持ちの余裕が生まれたことにより、仕事や生活の様子に変化が見られたこと 

を教えてください。」 

 

 

 

 

表７ 保護者の仕事や生活の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 保護者の 

気持ちの 

余裕 

 

 

 

 

 

具体的な変化 

・前向きに頑張りたいと思いました。 

・余裕を持って子供と接することが増えました。 

・子供との間で理解ができなくてイライラするこ

とが減りました。 

・子供との向き合い方を考えるようになりました。 

・毎日の生活が楽しめるようになりました。 

・日中、心配なく仕事へ行けます。 

・教育支援センターか学校のどちらかに行ってい

るという安心感があり、家で一人で過ごしてお

らず、誰かと関わりを持っているんだという安

心感があります。 

・交通費の負担が大きかったので、助成があり負

担が減るのは、気持ちの面でも余裕が生まれ安

心します。 

・送迎のガソリン代に充当できる補助があると、

少し余裕が生まれました。送迎にかなり時間が

取られているので、費用を補助してもらえて助

かっています。 

・質問に対して、「変化があった」と回答した保護者は１０名であった。 

・変化があったと回答した保護者のうち、その内容は（表６）のとおりであった。 

・「気持ちの余裕が生まれた」と回答した保護者は全体の８割強であった。（図１３） 

・保護者の仕事や生活に見られた具体的な変化としては、（表７）のとおりであった。 



    〇事業の認知方法について 

     質問「保護者様は、本事業の実施をどこで知りましたか。」 

 

 

 

 

  ③ 成果の普及に関する取組 

・  県教育委員会のホームページおいて、本事業の成果について掲載し普及に努める。 

・  県教育委員会が開催する「教育支援センター等整備支援事業連絡協議会」及び「フ

リースクール等民間施設との連絡協議会」において、本事業の成果を報告し普及

に努める。 

 

（６）今後の課題 

  〇 今年度実施した本県独自の調査において、経済的支援を必要とする児童生徒は５５

名となっている。しかし、申請者数は１７名であったことから、経済的支援を要する

家庭の実態をより詳細に把握できるようにするとともに、一層の周知活動に努める。

そのためにも、全申請者１７名のうち、県教育委員会のホームページからの申請が１

名であったことから、その周知方法についても更なる検討を進めていきたい。 

  〇 今年度の調査研究では、経済的支援を必要とする不登校児童生徒の通所状況や家庭

での状況、学校以外の場の状況について実態把握に努めてきた。次年度以降は、継続

して経済的支援を行うことによる変化を把握し、今年度の結果と比較・検証するとと

もに、当該児童生徒の学びの充実、自己肯定感や社会的自立に向けた意識の変化等に

ついても把握できるように努める。 

 

４ 文部科学省との連絡担当者 

◇ 所属      熊本県教育庁県立学校教育局学校安全・安心推進課 

◇ 役職      指導主事 

◇ 氏名      吉良 洋輔 

◇ 電話番号    096-333-2720 

◇ E-mailアドレス gakkouanzen@pref.kumamoto.lg.jp 

◇ 住所      〒862－8609 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

・「学校からの案内」が１３名、「教育支援センターやフリースクール等民間施設から

の案内」が２名、「熊本県教育委員会のホームページを見て」が１名であった。 
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